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ふるさと応援寄附に対する返礼品発送事務の誤りについて 

１ 事案の概要 

 ４月 25 日（火）、本市にふるさと応援寄附（ふるさと納税）を行ったという市内

寄附者から、選んだ返礼品の発送時期についての問い合わせがあり、寄附管理シス

テムを確認したところ、３件の寄附があり、そのうち２件は既に返礼品の発送が行

われていたことが確認された。 

 他の市内寄附者においても同様の事案が発生していないか調査したところ、令和

２年度から現在まで、35 件（26 人）に対して返礼品を送付していたことが確認され

た。 

 ふるさと応援寄附（ふるさと納税）については、平成 29 年４月１日付総務大臣通

知により「ふるさと納税の趣旨を踏まえ、各地方団体は、当該地方団体の住民に対

し返礼品を送付しないようにすること。」とされていることから、市内寄附者に対

して返礼品を発送していたということは不適切な事務処理であった。 

２ 事案発生の原因 

 市が利用しているふるさと納税ポータルサイト内（次表参照）には「現住所の自

治体に寄附をしても返礼品の贈呈はない」旨の注意書き表記はあるものの「ふるさ

とチョイス」以外のサイトでは、市民が寄附申し込みをする際に返礼品選択の入力

ができる仕組みとなっており、そのまま返礼品の発送が行われてしまった。 
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 寄附の際に選択された返礼品は、寄附者の情報ではなく、返礼品配送先の住所・氏

名の情報をもとに、市から返礼品の受発注などの業務を受託している一般社団法人世

界遺産平泉・一関ＤＭＯ（以下「受託者」）が返礼品事業者に発注を行うが、発注前

に市内寄附者の返礼品選択の有無について確認を行うというチェック体制が取られて

いなかった。また、返礼品発注前にデータ抽出を行い返礼品発注リストから市内寄附

者を外す作業の必要性について、市から受託者に明確に指示を行っていなかった。

３ 市民による寄附実績と返礼品誤送付件数など 

寄附年度 

市民による寄附実績 
うち返礼品の送付件数(誤

送付分) 
送付した 
返礼品 

送料 

件数
（件） 

寄附金額
（円） 

件数
（件） 

寄附金額
（円） 

返礼品代
（円） 

送料（円） 

令和２年度 ５ 1,050,000 ３ 40,000 11,600 
4,218 

令和３年度 22 305,000 13 130,000 37,500 12,945 

令和４年度 23 383,000 19 303,000 83,920 20,320 

合計 50 1,738,000 35 473,000 113,020 37,483 

※実人員 
 39 人 

※実人員 
 26 人 

支出計 150,503 

ポータルサイト名 使用開始時期 
市民からの寄附時における返礼品選
択入力制限等 

ふるさとチョイス 平成 30 年９月～ 入力制限あり 

楽天ふるさと納税 令和２年 10 月～ 入力制限なし・注意書き表記あり 

ａｕ ＰＡＹふるさと納税 令和４年７月～ 入力制限なし・注意書き表記あり 

ＪＲＥ ＭＡＬＬふるさと納税 令和４年８月～ 入力制限なし・注意書き表記あり 

ＦＵＲＵＳＡＴＯ ＪＡＰＡＮ 令和４年 10 月～ 入力制限なし・注意書き表記あり 

セゾンのふるさと納税 令和４年 11 月～ 入力制限なし・注意書き表記あり 
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４ 再発の防止対策 

４月 25 日（火）、受託者に以下の対応について指示を行い再発防止対策をとった。 

① 寄附管理システムで市内寄附者を抽出し、返礼品選択の有無を確認する 

② 市内寄附者が返礼品を選択していた場合には、 

 ・ 返礼品の発注リストから除く 

・ 寄附確認後２日以内に市内寄附者に対し、返礼品を選ぶことができない制度で

あることについて連絡を行う 

５ 今後の対応 

 返礼品を送付済みの市内寄附者 26 人に対して、誤って返礼品を送付してしまっ

ていたこと、市内寄附者は返礼品を選ぶことができない制度であったことをお伝え

する。 

なお、送付済みの返礼品は日用品や食料品であったことから、すでに消費されて

いるものと判断できることから、返品は求めない。 

 今回（４月 25 日）、返礼品発送時期の問い合わせをいただいた市内寄附者に対 

しては、問い合わせ当日に、ふるさと応援制度の説明と、今回選んでいただいた返

礼品をお届けすることができないことについて直接説明し、お詫びしている。 

６ その他 

 今回の事案において、市内寄附者の税額（特例控除対象寄附金）控除、市のふる 

さと応援基金の積立額、国からの地方交付税の算定に影響はない。 

 詳細については、本日（２日）午後３時から一関市役所２階議会棟全員協議会室 

において説明します。 

    対応者：まちづくり推進部次長兼交流推進課長、交流推進課移住定住係長 

問い合わせ先 一関市役所 

〒021-8503 岩手県一関市竹山町７番２号 

まちづくり推進部 交流推進課 課長 千葉 せつ子 

電話:(0191)21‐8194  FAX：(0191)23‐4850 

メールアドレス：koryu@city.ichinoseki.iwate.jp 


